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平成 30 年度 厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研究事業）研究 
「消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院救急⾞の活⽤に資する研究」 

研究代表者 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 救命救急センター 
 

分担研究報告書 
転院搬送における病院救急⾞の積極的活⽤に係る課題と解決策に関する研究 

 
（研究分担者） 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 院⻑ 救命救急センター 統括  
(研究協⼒者) 福地 靖範 北九州市医師会 救急担当理事  

 
要旨 

（⽬的）救急需要が増加する中、転院搬送等において消防救急⾞の代替搬送⼿段である
病院救急⾞の活⽤が進まない要因について検討した。また、積極的活⽤に際しての課題
を抽出し、関係者間で解決策と合意形成に向けた協議を⾏った。（⽅法）２つの会議体
において、①消防機関以外に属する救急救命⼠のメディカルコントロール（MC）体制
及び患者等搬送業務における救急救命処置範囲について、②消防救急⾞の代替搬送⼿段
における病院救急⾞活⽤における病院負担等について協議した。（結果）北九州地域
MC 協議会において、消防機関以外に属する救急救命⼠の患者搬送業務における MC
体制を構築した。病院救急⾞活⽤において、①患者搬送中の事故やトラブル時の責任の
所在、②同乗する医師、看護師の負担増、③運転⼿確保が困難、④病院救急⾞の整備及
び積載資機材に係る費⽤などが、病院側の負担要因であった。（結語）病院救命⼠が搭
乗する病院救急⾞は、消防救急⾞の代替搬送⼿段の⼀つとして有⽤である。働き⽅改⾰
の⼀環として、医師・看護師の負担軽減、救急搬送件数抑制による救急隊員の負担軽減
になると考えられる。 
 
 
Ａ．背景と⽬的 
 超⾼齢社会の⽇本において、⾼齢化進
展に伴う救急搬送件数の増加は⼤きな課
題である。また、消防救急⾞によるＨ29
年中の転院搬送件数は 53 万 4072 件 
（総搬送件数の 8.4％）で、前年度より
約 12,408 件（総搬送件数の 0.2％）増加
している１）。転院搬送等における消防救
急⾞に代わる搬送⼿段の検討は喫緊の課
題である。代替搬送⼿段としては、病院
が保有する病院救急⾞や⺠間事業所が保
有する患者等搬送⾞があるが、病院救急
⾞は、患者の病態に応じた医師、看護師 

 
の同乗や緊急⾞両登録も可能であること 
から、代替搬送⼿段として期待されてい 
る。しかしながら、実際には、病院救急 
⾞の活⽤は、当該病院と特別の関係にあ
る病院や施設間の搬送、専⾨治療のため 
の転院搬送など限定的である。活⽤が進
まない要因として、運⽤する病院側の負
担（採算性やマンパワー）、搬送中の事故
やトラブル時の責任の所在が不明瞭であ
る等の課題が挙げられるが、いまだ解決
策や指針は⽰されていない。そこで、転
院搬送における消防救急⾞の適正利⽤の
観点から、地域医師会、救急病院、地域
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メディカルコントロール（MC）協議
会、消防機関等の関係機関において、病
院救急⾞に関する課題を抽出し、解決策
と合意形成に向けた協議を⾏った。  
また、患者等搬送業務における医師や看
護師の負担軽減の観点から、消防機関以
外の救急救命⼠が患者等搬送⾞に同乗
し、緊急度の い患者の搬送業務を⾏う
ための救急救命処置範囲についても検討
した。 
 

．検討事 及び⽅法 
以 の２つの会議体により、病院救急⾞

活⽤に係る課題の抽出及び解決策と合意
形成に向けた協議を⾏った（表１）。 
 

 表１．２つの会議体における検討事  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．消防機関以外に属する救急救命⼠の
MC 体制及び患者等搬送業務における救
急救命処置範囲に関する検討会議 
 北九州地域 MC 協議会に属する MC 医
師、消防 員、法 、研究 員を構成
員とする会議体で協議した。       
 検討事 は、おもに ①病院に属する
救急救命⼠（病院救命⼠）、⺠間事業所に
属する救命⼠（⺠間救命⼠）の患者搬送
業務における MC 体制及び救急救命処置
範囲について、②救急 ⾞以外の搬送
⼿段で搬送する患者の病態、緊急度につ
いて、③搬送患者中の ンラ ン MC 体

制及び急 時の消防機関との 等につ
いて協議した。なお、救急救命⼠の救急
救命処置実施 範や要 は厚⽣労働 の

であるため、本会議の について
は、厚⽣労働 と 報 有した。 
２．消防救急⾞の代替搬送⼿段における
病院救急⾞活⽤に係る検討会議 
 病院救急⾞の積極的活⽤における課題
抽出及び解決策と合意形成に向けた協議
を⾏うために、地域医師会、地域 MC 協
議会、 運⽤に協⼒する病院⾞を保有
する病院、⾼齢者福 協議会、⾏政機関
（保 福 、消防機関）、研究 を構
成員とする会議体で協議した。   
 病院救急⾞活⽤における検討事 は、
おもに①病院負担（事故 ⽣、患者急
等の責任、搬送に かる 費、医師・
看護師負担）、② 療報 のメ ト、
③病院救急⾞の積極的活⽤に関する地域

⺠、 護施設等 の 及・ につい
て協議した。 
 

．結果 
 ２つの会議体のおもな協議結果、関係
者間の合意 について解 する。 体
的な は、別 資 に⽰した。 
１．消防機関以外に属する救急救命⼠の
MC 体制及び搬送業務活 における救急
救命処置範囲に関する検討会議 
 15 年以 に 地で設置が進 だ
MC 体制は、消防機関に属する救急救命
⼠（以 、消防救命⼠）の救急救命処置
に する指⽰・助 体制である。 
本研究における病院救命⼠や⺠間救命⼠
の患者搬送業務はいまだ MC 体制が確⽴
されていないため、病院救急⾞や⺠間救
急⾞に搭乗する救急救命⼠に する MC
協議会の と当該救命⼠が実施できる
救急救命処置範囲について協議した。 
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会議において、①MC 協議会の たな負
担、② 研 、事 検 及び ンラ ン
MC 体制が確⽴されていない消防救命⼠
以外の救命⼠が⾏う救急救命処置の の

、③患者搬送中の ンラ ン MC 体
制の確保が課題であった。 
 協議の結果、関係者間で以 のような
合意を た。 
①北九州地域 MC 協議会のなかに、消防
救命⼠以外の救急救命⼠の活 を協議す
る 員会を たに設置する。 
② 救命⼠による患者搬送業務で実施
できる救急救命処置範囲を地域 MC 協議
会で定める。 
③救急救命処置の を担保するため、消
防救命⼠と同 に、病院実 等の 研
カ ラ を定め、 研 の 成度を
MC 協議会で する。 
④搬送患者の急な病 化に適 に 応
できるように、MC 医師による指 ・助

体制（ ンラ ン MC 体制）を確保す
る。 

統⼀した活 録 、病院実 表
を整備し、MC 医師による事 検 を⾏
う。 

⺠間救急⾞については、⾞両設備と
に、救急救命処置が実施できるための資
機材の積載、 ンラ ン MC 体制に 応
できるための 設備を確保する。 
 本会議で合意した事 の は、分担
研究「消防機関以外に属する救急救命⼠
の患者搬送業務における MC 協議会の

及び救急救命処置範囲に関する研究」
において解 する。 
２．消防救急⾞の代替搬送⼿段における
病院救急⾞活⽤に係る検討会議 
 病院救急⾞を保有する病院側の負担要
因として、①患者搬送中の事故やトラブ
ル時の責任の所在が 、②搬送業務に

する医師、看護師の負担増、③病院救
急⾞専⽤の運転⼿の確保、④病院救急⾞
の整備及び積載資機材に係る費⽤、 病
院救急⾞活⽤に する 療報 のメ

トについて協議した。 
①患者搬送中の事故やトラブルは、
では病院救急⾞を保有する医療機関の責
任となる。 運⽤の 患者は、 の

所から 院 は 院する患者、
院から の 所 転院する患者に限定

した。また、搬送 は搬送患者の緊急度
が 分 できる 段から に して
いる 護施設や 療所とした。 
②緊急度の い患者、病 の 定してい
る患者は病院救命⼠の が搭乗して搬送
可能であり、搬送業務 の医師、看護師
出務の負担を軽減できる。 
③運転⼿確保は、難しい 題であるが、
病院救命⼠２ 体制で搬送業務を⾏える
病院では１ が運転業務を 任できる。 
④⾞両整備及び積載資機材に係る費⽤
は、病院負担であるため、搬送業務に
かる 費を する体制が 要であ
る。 

の 療報 加算は、病院救命⼠が
病院救急⾞に搭乗し、 院以外の の
所から 院 は の 所 患者搬送を⾏
った 合（ 院からの転院搬送は
外）、当該救命⼠に 要な指⽰を出した医
師が属する医療機関は、搬送１ につき
救急救命 理 500 点が算定できる。  
 は、消防救急⾞の搬送 れでは

されている看護 要度を、病院救急
⾞による搬送 れでも されること
を する意 が かった。 
 

．考  
 地域 括 において、⾼齢
急病者が れた の の病院、
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療所、 護施設で医療や 護が けられ
る体制 りは重要な課題である。本研究
では、急を要さない、緊急度の い患者

は ⽣活で ⼿段がない急病者等
して、消防救急⾞に代わる搬送⼿段と

して、救急救命⼠が搭乗した病院救急⾞
による患者搬送 に関する検討を
⾏った。⼀ の 護、福 タ ーで搬
送する 緊急患者とは なり、 緊急患
者を病院救急⾞で搬送する際は、急 時
に に 応できるセー ィ トが

要である。その⼀ を担うのが、病院
救急⾞に搭乗して患者搬送業務を⾏う病
院救命⼠である。病院救命⼠を活⽤する
意 は⼤き 、働き⽅改⾰の⼀環とし
て、医師・看護師の負担軽減、消防救急
⾞の搬送件数抑制による救急隊員の負担
軽減において有⽤である。⼀⽅で、当該
救命⼠が搬送中患者の観 や タル
定、病態 化に 応する救急救命処置を

ンラ ン MC で⾏える体制の整備は
いまだ不 分である。 
 本研究では、消防機関以外に属する救
急救命⼠活 に係る課題を検討し、地域
MC 協議会のもとで、患者搬送中に適
な救急救命処置が実施できる環 を整備
した。また、病院救命⼠が搭乗する病院
救急⾞の 性を検 する⽬的で、北九
州市 において実 検 を⾏った。
は分担研究で報告されている。 

 も検討す き課題は っている
が、病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞
は、消防救急⾞の代替搬送⼿段の⼀つと
して有⽤である。 
 

．結語 
 消防救急⾞の代替搬送⼿段として、病
院救急⾞の活⽤における課題と解決策に
ついて検討した。また、北九州地域 MC
協議会において、消防機関以外に属する
救急救命⼠の患者搬送業務における MC
体制を構築した。 、緊急度の い患
者の転院搬送等においては、病院救命⼠
が搭乗する病院救急⾞の積極的な活⽤が

において 及することを期待する。 
 

． ⽤  
１）平成 30 年 救急救助の 救急  

. . .
30 01 .  

 
．利  

利 に関する事 なし 
 
Ｈ． 表 

表なし 
 

． 的 の出 ・登録  
特になし

 
（ ）検討会議に 加 き、 協⼒ きました⽅ 、 し げます  
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別 資  

 検討会議 員からでた 体的な ・ に する関係者間の協議結果と解決策に
向けた意 、合意 等を 載する 
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